
議案第２号 

 

東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改正につい 

て 

 

東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則を定め

ることについて、次のとおり提案する。 

 

平成３１年１月２４日提出 

 

                   東広島市教育委員会 

教育長  津  森     毅 

 

１ 提案理由 

  西志和小学校と志和堀小学校の統合及び河内小学校と河内西小学校の統合に伴

い、関係する小学校及び中学校の通学区域の変更を行うため、この議案を提出す

るものである。 

 

２ 改正案 

  別紙のとおり。 

 

３ 施行期日 

平成３１年４月１日 

 

４ 根拠法令 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

第１５条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に

属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。 
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東広島市教育委員会規則第１号 

 

東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

  平成３１年 月 日 

 

東広島市教育委員会          

教育長  津  森     毅    

 

   東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する 

規則 

 

 東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則（昭和４９年東広島市教育委

員会規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

別表小学校の表西志和小学校の項中「志和流通団地」を「志和流通」に改め、「

（志和堀小学校の学区の区域を除く。）」を削り、「及び」を「、志和東（長松の

一部の区域に限る。）及び」に改め、「（八条原の区域に限る。）」を削り、同表

志和堀小学校の項を削り、同表東志和小学校の項中「志和流通団地」を「志和流

通」に、「志和堀小学校」を「西志和小学校」に改め、同表河内小学校の項中「及

び上河内」を「、上河内、河戸、宇山、戸野及び小田」に改め、同表河内西小学校

の項を削る。 

別表中学校の表志和中学校の項中「、志和堀小学校」を削る。 

   附 則 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布

の日から施行する。 

２ 改正後の東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則（以下「新規則」

という。）別表小学校の表西志和小学校の項に掲げる西志和小学校又は同表河内

小学校の項に掲げる河内小学校に就学する者の保護者に対する新規則の規定によ

る通学すべき学校の指定及び指定の変更並びにこれらに関し必要な手続その他の

行為については、この規則の施行前においても行うことができる。 
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東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則（昭和４９年教育委員会規則第１９号）新旧対照表【抜粋】 

新 旧 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

小学校 小学校 

名称 学区 

（略）  

西志和小学校 志和流通  （東志和小学校の学区の区域を除く。）並

びに志和町志和西                、 

別府、奥屋、冠、七条椛坂（東志和小学校の学区の区域

を除く。）、志和東（長松の一部の区域に限る。）及び

志和堀         の区域 

       

 

                         

                          

東志和小学校 志和流通  の一部並びに志和町七条椛坂（椛坂の一部

の区域に限る。）、志和東（西志和小学校の学区の区域

を除く。）及び内の区域 

（略）  

河内小学校 河内町下河内、中河内、上河内、河戸、宇山、戸野及び

小田の区域 

                        

（略）  
 

名称 学区 

（略）  

西志和小学校 志和流通団地（東志和小学校の学区の区域を除く。）並

びに志和町志和西（志和堀小学校の学区の区域を除く。）、

別府、奥屋、冠、七条椛坂（東志和小学校の学区の区域

を除く。）及び志和堀（八条原の区域に限る。）の区域 

志和堀小学校 志和町志和西（植木松原の一部の区域に限る。）、志和

東（長松の一部の区域に限る。）及び志和堀（西志和小

学校の学区の区域を除く。）の区域 

東志和小学校 志和流通団地の一部並びに志和町七条椛坂（椛坂の一部

の区域に限る。）、志和東（志和堀小学校の学区の区域

を除く。）及び内の区域 

（略）  

河内小学校 河内町下河内、中河内及び上河内の区域 

河内西小学校 河内町戸野、宇山、河戸及び小田の区域 

（略）  
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